
訪問介護事業所かがやき 重要事項説明書 

令和 6年 10 月 

1．事業者の概要 

事業所の名称 株式会社 友結 

事業所の所在地 福山市御幸町上岩成８１３ 

法人種別 営利法人 

代表者名 田幡 康介 

電話番号 ０８４－９５９－３２００ 

法人理念 1 出来る喜びと笑顔のために 

２それぞれの「自分らしい」を大切にする 

法人の品質方針 １ 地域で一番信頼されるサービスの提供  

２ 生涯働ける職場つくり  

３ 進歩し続ける事業所つくり 

 

2．事業所の概要 

施設の名称 訪問介護事業所かがやき 

施設の所在地 福山市御幸町上岩成８１３ 

指定事業所番号 3471510523 

管理者 田幡 康介 

電話番号・FAX 番号 084-959-3200  FAX 084-959-3204 

 

3．当事業所の目的及び運営方針  

指定訪問介護事業の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項

を定め、要介護状態等にある利用者に対し、指定訪問介護サービスの円滑な運営管理を

図る とともに、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立った指定訪問介護

の提供を 確保する事を目的とします。  

又、要介護状態になった場合においても、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護 そ

の他の生活全般にわたる援助を行うと共に、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。  

 

 

 

 



4． 職員体制及び勤務体制（訪問介護・居宅介護と兼務）  

 

職種 人数 勤務体制 職務の内容 

管理者 １ 常勤 管理業務等 

サービス提供責任者 １ 常勤 計画作成、統括、相談等 

訪問介護員 ５ 変則交代勤務 

常勤１・非常勤４ 

介護業務 

 

5．訪問サービスの概要及び利用料金  

（１） サービス内容  

ご利用者各々の居宅サービス計画書（ケアプラン）に基づいて、訪問介護計画を作 

成しサービスの提供をいたします。  

・ 身体介護に関する内容  

①排泄・食事介助  

②清拭・入浴・身体整容  

③体位交換  

④移動・移乗介助・外出介助  

⑤その他必要な身体の介護  

・ 生活に関する内容  

①調理  

②衣類の洗濯・補修  

③住居の掃除・整理整頓  

④生活必需品の買物  

⑤その他必要な日常生活に関する家事  

・ 上記サービスを提供する上で一連のサービスとして提供され、また他のサービス 

で代替することの出来ない介護保険対象外サービス  

（２） サービス利用にあたっての留意事項  

・サービス提供の際、訪問介護員などは以下の業務を行う事ができませんのであらか

じめご了承下さい。  

①医療行為や医療補助行為  

②各種支払いや年金等の管理、金銭の貸し借りなど、金銭に関する取扱い  

③他の家族の方に対する食事の準備等  

・訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。  

・体調や容態の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。  

 



（３）介護保険適用の訪問介護利用料金（個人負担額、１回当りの基本料金）  

※介護保険 ご本人の負担割合に応じて算定となります。記載は１割負担です。  

 20 分未満 30 分未満 30 分以上 1時間未満 

身体介助 １６３ ２４４ ３８７ 

 

 20 分以上 45 分未満 45 分以上 

生活援助 １７９ ２２０ 

 

早朝及び夜間（６：００～８：００又は１８：００～２２：００）の加算額  

→基本料金の２５%増額  

深夜（２２：００～６：００）の加算額          →基本料金の５０%増額  

 

（３） 特定事業所加算  

特定事業所加算（Ⅰ）  所定単位数の２０％を加算  

特定事業所加算（Ⅱ）  所定単位数の１０％を加算  

特定事業所加算（Ⅲ）  所定単位数の１０％を加算  

 

（５）サービス提供責任者の労力に着目した評価  

初回加算 ２００円／月  

緊急時訪問介護加算 １００円／回  

 

（６）生活機能向上連携加算 １００円／回  

自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者様の在宅における生活機能向上を図る観

点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専

門職 が、同時に利用者様宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成している

ことの評 価です。   

 

（７）介護職員処遇改善加算  

介護職員処遇改善加算 （Ⅱ） 所定単位数 × ２２．４％  

（注）介護職員処遇改善加算は、区分限度支給額の算定対象外です。  

 

6．事業の実施地域及び営業日  

通常の事業実施地域 福山市北部(駅家町・神辺町・加茂町・新市町) 

営業日 年中無休 

営業時間 8：30～17：30 

サービス提供時間 8：30～17：30 



その他 通常の実施地域外については相談応 

7．苦情処理体制  

窓口 「事業所案内」 

訪問介護事業所かがやき 

「行政窓口」 

福山市役所 介護保険課    電話：０８４－９２８－１１６６ 

広島県国民健康保険団体連合会 電話：０８２－５５４－０７８３ 

責任者 管理者  田幡康介 

ご利用方法 ご意見箱(玄関前に設置) 

電話：０８４－９５９－３２００ 

FAX：０８４－９５９－３２０４ 

 

8．事故防止・虐待防止に関する相談窓口  

事故防止・虐待防止 

に関する相談窓口 

・事故防止・虐待防止に関する責任者  

介護主任 倉田芳典  管理者 田幡康介 

・電話番号 084-959-3200 

・FAX 番号 0847-959-3204 

 

9．緊急事態・異常事態対応体制  

緊急事態・異常事態発生時には別紙緊急連絡体制に従って対応します。 

利用者に対する指定訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行うものとします。  

（１）現に訪問介護等の提供を行っている時にご利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかにご利用者の主治医へ連絡を行う等の必要な処置を講ずる

とともに、管理者に報告するものとします。  

（２）主治医への連絡などが困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講ずるものとします。  

（３）指定訪問介護等の提供により事故が発生した時は、直ちにご利用者に係る介護保

険事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとします。  

 

10．個人情報の保護について  

利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した

「医 療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」

を遵守し 適切な取り扱いに努めるものとします。  

 

 



２ 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービス

の提供 以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については

必要に応じて 利用者又はその代理人の了解を得るものとします。  

３ 業務上知り得た、本人及びご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしま

せん。 この守秘義務は契約終了後も同様です。但し、介護サービス等を提供する他

事業所との連 携に必要な場合は、文書による本人または家族の同意を得た後、関係

先にのみ提供で きるものとします。  

４ 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持

させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従

業者との雇 用契約の内容とします。  

 

11．サービス実施の記録について  

（１）サービス実施記録の確認 本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実

施したサービス内容などを記録し、ご利用者にその内容のご確認をいただきます。

内容に、間違いやご意見があればいつでも お申し出ください。訪問介護計画書等

及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より 5 年間保存します。  

（２）個人情報の管理、開示について 本事業所では、関係法令に基づいて、ご利用者

の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開

示に際して必要な複写料などの諸費用は、ご利用者の負担となります。） ご利用者

様からお預かりした個人情報（住所、氏名、電話番号、生年月日等、特定の個人を

識別できる情報）は、プライバシーポリシーに基づき、厳重に監理・運用いたしま

す。 

 

12．虐待防止について 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防

止するため、次の措置を講ずるよう努めるものとします。  

（１） 虐待防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護

員等に周知 徹底を図る  

（２）成年後見制度の利用支援  

（３）苦情解決体制の整備  

（４）虐待防止の為の指針の整備  

（５）訪問介護員等に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施  

（６）上記の措置を適切に実施する為の虐待防止に関する責任者選定及び設置  

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報するものとします。  



13．事業継続計画の策定等について 事業所は、感染症又は非常災害の発生時において

利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業 務継続計画」という。）を策定し、当該事

業継続計画に従い必要な措置を講じるものと します。  

２ 事業所は、訪問介護員等に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施するものとします。  

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとします。  

 

14．衛生管理等について  

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断等の必要な管理を行う 

と共に、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。  

２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないよう以下の措置を講じ

る。  

（１）事業所における感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を概ね６ヵ月に 1 回以上

開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。  

（２）事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備する。  

（３）事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及び蔓延の防止の為の研修

及び訓練を定期的に実施する。  

 

15．ハラスメントについて 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。  

２ ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪

影響を与えます。下記の様な行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基

づき介護サービスの提供を停止させて頂く場合があります。  

（１）性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為  

（２）特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力 

（３）叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力  

（４）長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、その

他行為  

 

 

 



改定について  

この重要事項説明書を改定する場合、軽微な事項及び法改正に伴う事項については通知

を持って同意を頂いたものとします。但し、変更事項に同意できない場合は契約を解約

できるも のとします。  

 

 
私は、本書面に基づいて事業所職員の（        ）から上記重要事項の説明を

受け、サービスの提供開始に同意します。 
令和   年  月  日 

 
利用者   住所                         

       
               氏名                    印 
 

代理人   住所                         
 
               氏名                    印 
 


